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令和３年度神奈川県家畜保健衛生業績発表会開催要領 
 
１ 目 的 

神奈川県家畜保健衛生業績発表会（以下「発表会」という。）は、家畜保健衛生
所の職員が日常業務の中で得られた業績について、発表・討議を行い、本県の畜産
の現況に即した家畜保健衛生事業の改善向上に資することを目的とする。 
 

２ 主 催 
環境農政局農政部畜産課 
 

３ 開催日時  
   令和４年２月 18日（金曜日） 10時 30分から 15時 00分 
 
４ 開催場所 
   神奈川県県央家畜保健衛生所 
   海老名市本郷 3658 
 
５ 発表内容 
   一部：家畜保健衛生所等の運営及び家畜保健衛生の企画、推進に関する業務 
   二部：家畜保健衛生所における家畜の保健衛生に関する試験、調査成績 
 
６ 発表形式  

 発表は１題 10分以内、質疑応答２分以内とし、図表はすべてコンピュータ及び
液晶プロジェクター（１演題につき１台）を用いる。 

 
７ 審査及び助言者 
   審査員長：畜産課長 

審 査 員    ：畜産技術センター所長 
     農林水産省動物検疫所 精密検査部長 

神奈川県農業共済組合 家畜診療所長 
 

８ その他 
（１）本発表会は新型コロナウイルス感染防止のためウェブ開催とし、一般公開は控

えるものとする。 
（２）本発表会は第 63 回関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会に発表する代

表課題の選出を行う。 
   また、日本産業動物獣医学会関東地区学会、神奈川県獣医師会学術大会及び関

東甲信越地区鶏病技術研修会等に発表する課題を推薦する。ただし、該当する課
題が無い場合は、別途、協議するものとする。 

（３）発表演題は、原則として、各所、一部・二部とも１題以上とする。 
（４）抄録及び全文原稿の提出はそれぞれの作成要領による。 
（５）抄録及び全文原稿等の提出期限 
  ア 発表演題及び発表者           令和３年 12月 10日（金） 
  イ 県発表会抄録              令和４年１月 11日（火） 
  ウ 関東甲信越ブロック業績発表会抄録    令和４年６月３日（金） 
  エ 国報告用(全国発表抄録集用)抄録        令和４年２月 25日（金） 
    オ  発表全文原稿                            令和４年３月 11日（金） 



     

演 題 名 所 属 
 

演 者 名 ページ 

（第一部） 

１ ブランド牛乳生産者グループで取組む乳質向上 

   湘南家保  湯本 森矢 ・・・ １ 

        

２ 46年ぶりの発生となった豚熱の防疫対応 

   県央家保  若島 亜希子 ・・・ ８ 

        

３ 地域で取組むＰＲＲＳ対策 

   湘南家保  飯島 智大 ・・・ 15 

        

４ 防疫計画に係る人員資機材算出ツールの改善 

   県央家保  井上 雄太 ・・・ 21 

        

５ 横浜市との特定家畜伝染病発生に備えた連携強化 

   県央家保  岡 京子 ・・・ 28 

        

（第二部） 

６ 肉用子牛で発生した牛丘疹性口内炎 

   県央家保  平野 幸子 ・・・ 35 

        

７ 県内で発生した豚熱の病性鑑定事例 

   県央家保  山本 英子 ・・・ 41 

        

８ 一養鶏場のロイコチトゾーン症発生事例 

   湘南家保  佐々木 駿 ・・・ 51 

        

 （○は、第 63回関東甲信越ブロック家畜保健衛生業績発表会選出演題） 

  

  

第一部：家畜保健衛生所等の運営及び家畜保健衛生の企画推進に関する業務 

第二部：家畜保健衛生所における家畜の保健衛生に関する試験、調査成績 
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ブランド牛乳生産者グループで取組む乳質向上 

 

湘南家畜保健衛生所 

 

湯本 森矢  池田 知美 

𠮷田 昌司  菊地 千絵 

近田 邦利  荒木 尚登 

 

はじめに 

 

管内 1 地域 3 戸（A 農場、B 農場、C 農場）からなるブランド牛乳生産者グループ（以下、生産者 G）

は地産地消や地域活性化を推進し、県内酪農の発展を目的として平成 29 年にブランド牛乳を商品化

した。令和元年に A 農場が民間獣医師に依頼して行った調査により乳房炎が低減したことから、令和

3 年、同調査を生産者 G 含む関係団体で行い、生産者 G 全体の乳質向上のための取組みを行ったので

報告する。 

 

生産者 G概要 

 

3 農場すべてが農場ＨＡＣＣＰ認証農場であり、飼養形態は対尻式、繋ぎ飼いである。A 農場は搾乳

牛飼養頭数 39 頭、令和 3 年 1 月から 4 月までの臨床型乳房炎発生数は 6 頭で、バルク乳体細胞数は

20 万個/ml 以下で推移しており、従業員 8 名を雇用している。B 農場は搾乳牛飼養頭数 35 頭で、令和

3 年 1 月から 4 月までの臨床型乳房炎発生数は 1 頭、バルク乳体細胞数は 10 万個/ml 以下と低く、家

族経営である。C 農場は搾乳牛飼養頭数 26 頭で、令和 3 年 1 月から 4 月までの臨床型乳房炎発生数は

5 頭、バルク乳体細胞数は 20 万個/ml 以上と高く、家族経営である。 
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取組み概要 

 

まず民間獣医師、県畜産会、県畜産技術センター、家畜保健衛生所（以下、家保）等が連携し、生

産者 G の各農場で問題点の抽出、リスク評価、対策の優先度決定をおこなった。家保は農場ごとに決

定された優先度に応じた具体的な対策を提案し、合同勉強会およびフォローアップを行った。 

なお、問題点の抽出から対策の優先度決定までは赤松ファームクリニックの赤松氏による乳房炎総合

防除プログラムに基づいて行った 1)2)。このプログラムは、まず初めにバルク乳体細胞数や臨床型乳房

炎発生数を把握したうえで搾乳立会し、農場ごと

の搾乳手技や使用資材などを確認して問題点を

抽出する（写真 1）。 

次に問題点を乳房感染への影響度と発生確率

によってリスク評価して低、中、高の 3 つに分類

し、最後にリスクの大きさを縦軸、対策の難易度

を横軸にしたものを作成し、対策の優先度を決定

した。対策のリスクが高くて対策が容易なものは

優先度が高くなる（図 1）1）。 

 

 

 

 

 

図 1 対策の優先度決定のための分析

表  

写真 1 搾乳立会の様子 
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結 果 

 

１ A 農場 

A 農場の結果を表 1 に示す。A 農場の問題点は乳頭口の清拭不足、前搾りからミルカー装着時間

の延長、クローの平衡が不十分であった（表 1）。 

 

 

問題点 リスク 対策 対策の難易度 

乳頭口の清拭不足 高 
従業員の教育 

タオルの材質変更 
困難 

前搾りからミルカー装着時間延長 中 従業員の教育 容易 

クローの平衡が不十分 低 従業員の教育 容易 

 

乳頭口の清拭不足は問題点のリスク評価では高

に分類し、対策として、従業員の教育と乳頭清拭タ

オルの材質変更が挙げられ、対策の難易度は困難

に分類された。前搾りからミルカー装着時間の延

長は問題点のリスク評価では中に分類し、対策と

して、従業員の教育が挙げられ、対策の難易度は容

易に分類された。クローの平衡が不十分なことは

問題点のリスク評価では低に分類し、その対策と

して、従業員の教育が挙げられ、対策の難易度は容

易に分類された（写真 2）。 

 

２ B 農場 

B 農場の結果を表 2 に示す。B 農場の問題点は乳頭スコア 3 と 4 の割合がやや高いこと、ライナ

ースリップする牛がいることであった。 

 

表 1 A 農場の結果  

写真 2 クローの平衡が不十分 
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問題点 リスク 対策 対策の難易度 

乳頭スコア 3 と 4 の割合がやや高い 中 真空圧・離脱条件の変更 困難 

ライナースリップする牛がいる 低 
真空圧の変更 

乳頭の改良 
困難 

乳頭スコア 3 と 4 の割合がやや高いことは問題点のリスク評価では中に分類し、対策として、真

空圧や離脱条件の変更が挙げられ、対策の難易度は困難に分類された。ライナースリップする牛が

いることは問題点のリスク評価では低に分類し、その対策として、真空圧の変更と乳頭の改良が挙

げられ、対策の難易度は困難に分類された。 

 

３ C 農場 

C 農場の結果を表 3 に示す。C 農場の問題点はバルク乳体細胞数が高いこと、インレットからの

エア漏れがあること、前搾りからミルカー装着時間の延長、乳頭清拭タオルの洗浄不足、牛体が汚

れていることであった。 

 

 

問題点 リスク 対策 対策の難易度 

バルク乳体細胞数が高い 高 PL 検査による潜在性乳房炎摘発 容易 

インレットからのエア漏れ 高 部品交換 困難 

前搾りからミルカー装着時間

の延長 
中 

教育 

搾乳作業は分業しない 
容易 

乳頭清拭タオルの洗浄不足 中 専用洗剤への変更 容易 

牛体が汚れている 中 
除糞回数を増やす 

牛床の長さの変更 
困難 

バルク乳体細胞数が高いことは問題点のリスク評価では高に分類し、対策として、ＰＬ検査によ

る潜在性乳房炎摘発が挙げられ、対策の難易度は容易に分類された。インレットからのエア漏れが

あることは問題点のリスク評価では高に分類し、対策として、部品の交換が挙げられ、対策の難易

度は困難に分類された。前搾りからミルカー装着時間の延長は問題点のリスク評価では中に分類し、

対策として、教育と搾乳作業を分業しないことが挙げられ、対策の難易度は容易に分類された。乳

表 2 B 農場の結果  

表 3 C 農場の結果  
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頭清拭タオルの洗浄不足は問題点のリスク評価では中に分類し（写真 3）、対策として、専用洗剤へ

の変更が挙げられ、対策の難易度は容易に分類された。牛体の汚れは問題点のリスク評価では中に

分類し、対策として、除糞回数を増やすことと牛床の長さの変更が挙げられ、対策の難易度は困難

に分類された。 

 

 

対策提案 

 

１ A 農場 

A 農場の問題点は個人差の生じやすい作業に多かったことから、A 農場への対策提案としては

農場ＨＡＣＣＰシステムを活用した従業員の教育を提案した。具体的には①ストップウォッチで

前搾りからミルカー装着時間の実測をし、従業員の体感時間と実時間のずれを補正する、②乳頭

口の清拭具合とクローの平衡を毎月 1 回、従業員同士で確認する、といった教育・訓練プログラ

ムを実施することを提案した。 

 

２ B 農場 

   B 農場は高リスクの問題点がなく、対策として搾乳システムに大きくかかわる真空圧や離脱条

件の変更が挙げられたため、B 農場への対策提案としては真空圧や離脱条件を再確認したうえで

異常を認めなければ、乳質が安定している間は現状を維持することを提案した。バルク乳体細胞

数や乳房炎発生数を毎月確認し、悪化した場合には離脱条件や真空圧を変更することを提案し

た。 

写真 3 タオルの洗浄不足 
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３ C 農場 

   C 農場の問題点は複数あり、なかでもリスクの高いものが 2 つあったため、優先度を考慮して

次の 4 点について提案した。1 点目は毎月、ＰＬ検査を全頭実施することで確実に潜在性乳房炎

牛を摘発すること。2 点目はインレットのパッキンを交換すること。3 点目は前搾りからミルカ

ー装着までを一人で作業することでミルカー装着までの時間を短縮させること。4 点目は乳頭清

拭タオルの専用洗剤を導入し、タオルの洗浄を強化することであり、農場ができるところから取

組むことを提案した。 

 

合同勉強会 

 

各農場で具体的な対策を提案した後、生産者 G を含む関係者一同で合同勉強会を行った。合同勉強

会では各農場の問題点だけでなく、良かった点も共有した。その結果、自分の農場の弱点を認識でき

ただけでなく、対策する上で他の農場の良い点を参考にすることができた。 

例えば乳頭口の清拭について A 農場と B 農場での違いを比較したところ、タオルの材質は A 農場で

ペーパータオルを使用しているのに対して、B 農場はマイクロファイバータオルを使用していた。ペ

ーパータオルは材質がかたく、乳頭の汚れが取れにくい 2）のに対して、マイクロファイバータオルは

柔らかく、汚れも取れやすい。この結果から A 農場が B 農

場のマイクロファイバータオルの使用を参考にすること

ができた。また、牛体の衛生度に対しては、B 農場と C 農

場の違いを比較したところ、B 農場は牛の尻尾をように吊

ることで尻の周囲に糞便が付着することを少なくしてい

た（写真 4）。この結果から C 農場が B 農場の尻尾を吊るこ

とを参考にすることができた。このように合同勉強会によ

って自農場の状況を再認識するとともに生産者 G内の他農

場の情報を共有することで、乳質向上のための対策を生産

者 G 全体で検討することができた。 

 

 

 

写真 4 牛の尻尾を吊る様子 
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フォローアップ 

 

乳質が比較的安定している A 農場、B 農場については、A 農場はバルク乳体細胞数・乳房炎発生数を

チェックし、対策提案した従業員の教育の進捗状況を確認し、B 農場はバルク乳体細胞数や乳房炎発

生数をチェックし、乳質が悪化していないか確認した。次に乳質が不安定な C 農場に対しては、ＰＬ

検査を実演して正確な採材・検査の方法を再確認し、潜在性乳房炎牛の確実な摘発や治療に反応しな

い体細胞数が高い牛の淘汰など基本的な対策の徹底を指導した。 

 

まとめ 

 

今回の取組みでは、生産者だけでなく関係団体が連携し、問題点の抽出や具体的な対策を提案した

後、合同勉強会で他農場の問題点や対策を共有した。搾乳作業は農場により、使用資材や作業分担な

どが大きく異なることがあるが他農場でのやり方を知る機会が少なく、自農場の作業体系しか知らな

い生産者も多いと思われる。今回の取組みでは各農場で今まで良いと思ってやってきたものを互いに

見せ合うことで参考にできることやより良い方法を見つけることができ、生産者 G 全体が乳質向上意

識を持つことができた。また、各農場で対策実施後、バルク乳細胞数や乳房炎発生数の確認をするな

どのフォローアップで対策の進捗状況を確認することができた。今後も関係団体と連携し、乳質向上

の取組みを継続する。 

 

謝辞：最後に今回取組みにご協力いただいた赤松ファームクリニックの赤松裕久先生に深謝いたしま

す。 

 

引用文献 

 

1) 赤松裕久：臨床獣医、39（11）、52-55（2021） 

2) 赤松裕久：臨床獣医、40（2）、52-56（2021） 
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46年ぶりの発生となった豚熱の防疫対応 

 

                          県央家畜保健衛生所 

 

                             若島 亜希子   猪瀬 早紀 

                             中森 太一    田畑 実可 

                             甲斐 崇     荒井 眞弓 

小嶋 信雄 

 

 

はじめに 

 

 平成 30 年９月、国内で 26 年ぶりとなる豚熱が岐阜県で発生した。その後、東海地方を中心に養豚

場や野生いのししで豚熱発生が相次いでいたが、神奈川県内でも令和２年５月に初めて野生いのしし

での豚熱陽性事例が確認された。令和３年７月、管内一養豚場にて、異常豚の病性鑑定依頼があり、

検査の結果、豚熱と診断された。本県では 46 年ぶりとなった。本発生における防疫措置の課題と防

疫措置後の取り組みについて報告する。 

 

防疫措置の概要 

 

１ 発生農場の概要 

 発生農場は平野部に位置する肥育経営農場（約 4,000 頭飼養）で、住宅や工場、畑が隣接する立

地である。隣接県にある系列繁殖農場から定期的（週に２回、230 頭／週）に肥育豚を導入してい

た。また、発生農場から直線で約３ｋｍ離れた位置に分場（疫学関連農場、約 100 頭飼養）があり、

不定期に同一の系列繁殖農場から肥育豚を導入していた。発生農場及び疫学関連農場で肥育した豚

は、神奈川県内のと畜場（疫学関連施設）に出荷していた。 

 なお、豚熱ワクチン接種は、発生農場と疫学関連農場では令和元年 12 月に初回ワクチン接種を

実施した。その後は導入元の繁殖農場において実施していたが、接種日齢の変更に伴い令和２年８

月から導入後、発生農場で基本的に毎週、疫学関連農場では不定期に実施していた。 
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２ 発生の経過 

令和３年７月７日、当所職員が豚熱ワクチン接種のため発生農場を訪問したところ、畜主から飼

養豚の異状（離乳豚において下痢が散見される）について通報があり、死亡豚及び衰弱豚各 1 頭に

ついて病性鑑定を実施した。同居豚の発熱及び白血球減少に加え、死亡豚及び衰弱豚の剖検所見か

ら、豚熱の疑いがあると判断し、防疫措置の準備を開始した。その後、死亡豚及び衰弱豚ともに

FA で陽性、翌７月８日 PCR 検査で陽性。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機

構動物衛生研究部門の検査にて、PCR 産物の遺伝子解析により豚熱ウイルス由来遺伝子と判明し、

豚熱の患畜と確定し、防疫措置を開始した。なお、疫学調査により、７月８日と殺予定の豚が発生

農場から疫学関連施設に出荷されたことが判明した。 

 

３ 防疫措置の流れ 

(1)殺処分 

発生農場、疫学関連農場及び疫学関連施設において、ガス（概ね 90 日齢未満）及び電気・薬

剤（概ね 90 日齢以上）により殺処分を実施した。 

(2)処分畜の処理 

本発生では、発生農場及び疫学関連農場は住宅に近接しており、埋却することが困難なため、

処分畜の処理に移動式レンダリング装置を用いた化製処理を実施した。処分畜の処理に移動式レ

ンダリング装置を使用したのは、平成 31 年２月の大阪府の豚熱疑似患畜発生事例（処分頭数

737 頭）1)以来の国内２例目となり、本発生の 4,000 頭規模は前例がない中での対応となった。 

なお、レンダリング生成物は密閉容器に入れ、県内４箇所の焼却場にて焼却処分した。 

(3)汚染物品の回収及び封じ込め、農場内の消毒 

殺処分した処分畜を搬出した後、餌、堆肥、糞等の汚染物品の回収及び封じ込めを実施した。 

また、汚染物品の回収後は、農場内の消毒を実施し、防疫措置を完了した。 

 

４ 移動式レンダリング装置の設置場所決定の難航 

当初、発生農場から約 15ｋｍの県有地を移動式レンダリング装置の設置の候補地としていたが、

地元調整が難航したため、移動式レンダリング装置を設置場所決定の見通しが立たなかった。３日

目には、処分畜が農場内に滞留したため、殺処分を中断するに至った（写真１）。 
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写真１ 処分畜が滞留している農場内（殺処分中断時） 

 

４日目には当初候補地での移動式レンダリング装置の設置を断念し、発生農場周辺で設置するよ

う方針を変更した。畜主の働きかけもあり、７日目から農場隣接地（私有地、畑）に移動式レンダ

リング装置を設置できることとなり、地盤改良を施し、移動式レンダリング装置の稼働を開始した

（写真２）。 

 

 

写真２ 農場隣接地に移動式レンダリング装置（写真中央）を設置 

 

５ 防疫措置の計画と実績 

本発生における防疫措置の計画と実績は表１のとおりである。移動式レンダリング装置の設置場所

決定の難航や暑熱対応により、殺処分を約４日間中断したため、当初計画７日に対し 14 日で防疫措

置を完了した。なお、殺処分のスピードは概ねガス殺で 30 頭／時間／班、電殺で 15 頭／時間／班で
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あり、概ね計画どおりであった。 

 

表１ 防疫措置の計画と実績 

 

 

今回の防疫措置を実施したのは７月であり、防疫措置を実施した 14 日間のうち 11 日間が最高気

温 30 度を超す真夏日であった。そのため、農場内に滞留した処分畜の腐敗が進行したため、ドラ

イアイスや氷で処分畜の腐敗抑制作業を実施したほか、処分畜の入ったフレコンバッグをブルーシ

ートで覆い、カラス除け及びにおい対策を実施した（写真３）。また、作業者の安全確保のため暑

熱対応として昼間時間帯での殺処分を一時中断した。 

 

 

写真３ 処分畜の腐敗抑制作業の様子 
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発生農場、疫学関連農場及び疫学関連施設での各々の動員数等は表２のとおり。処分頭数は 3 か

所合計 4,109 頭、動員数（消毒ポイントの運営等も含む）は延べ約 2,500 名であった。 

 

表２ 各農場等における殺処分頭数・日数及び動員数 

殺処分頭数 殺処分日数（時間） 動員数

発生農場 3,939頭  11日 （240.5h）

疫学関連農場 145頭    1日 （  10.5h）

疫学関連施設 25頭    1日 （    1.5h)

約2,500名

 

 

 

防疫対応中に発生した問題と対応 

 

１ 殺処分体制 

(1)作業動線及び重機動線 

本発生では、一部の畜舎は近くまで重機が進入できなかったため、畜舎入口付近で豚を殺処分

した後、処分畜の搬出、重機（ホイールローダ、フォークリフト）に積み込む作業を主に人力で

実施していた。しかし、身体的負担や作業効率から、作業動線を再検討した。まず、重機が進入

できる畜舎の外に電動ホイストを設置し、この畜舎に重機が進入できない畜舎から豚を移動させ

た（畜舎間の豚の移動は農場従事者や獣医・畜産職で実施）。その後、殺処分を行い、電動ホイ

ストを利用して処分畜の搬出、重機への積み込みを行った（図１）。このように作業動線を再検

討したことで、身体的な負担軽減に加え、作業も効率化した。なお、重機は農場従事者や関係団

体の協力のもとで使用したが、オペレーターを安定的に確保することに苦慮した。 

 

 

図１ 重機を用いた作業の効率化 
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防疫対応後は、各農場の防疫計画等について重機動線や殺処分場所、必要な重機数の再検討等、

身体的負担や作業効率を考慮して見直しを実施した。また、家保職員でフォークリフトを運転で

きる人を増員した。 

(2)作業者の安全確保 

作業者については、①豚の取り扱いが不慣れ、②炎天下での長時間にわたる作業（当初 24 時

間３交代制、１クールあたり８時間作業）、であったため、体調不良者も発生した。これらの対

応として、農場で取り扱いのデモンストレーションを実施後に作業を開始するとともに、殺処分

作業再開後（８日目）からは作業時間を短縮（24 時間４交代制、１クールあたり約５時間作業、

一時は昼間作業中止）した。また、現場事務所に冷房付きコンテナハウスを設置し、作業者の長

時間の休憩に利用した。 

これらの課題に対し、①応援職員向けに豚の取り扱い方法を事前に周知できるようビデオを作

成（図２）、②作業クールの見直しを実施した。 

 

 

図２ 応援職員向けのビデオ 

 

２ 関係部局との連携及び情報共有 

防疫対応中、資材の納品対応等に対応する職員が不足する時間帯が発生し、本来殺処分に従事す

る予定の家畜防疫員が対応したり、資材の保管場所、個数等の情報共有が徹底されない等、関係部

局との役割分担が不明瞭で、現場の混乱を引き起こした。 

防疫対応後は、県庁内に豚熱対策プロジェクトチーム（メンバー：環境農政局各室課、家畜保健

衛生所）が発足し、関係部局との連携・理解醸成を促進、役割分担を明確化するとともに、現場に

おける家畜防疫員以外の資材管理者を設置することや、所属間で使用できる一元化された資機材リ

ストの作成を行った。 
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今後の取り組み 

 

本発生では、当初計画よりも防疫措置完了が遅れたが関係団体、関係機関等の協力のもと、防疫措

置を無事完了することができた。管内には、豚熱発生時の処分畜の処理に移動式レンダリング装置の

使用を検討している農場が多く存在しているため、移動式レンダリング装置の設置場所等について関

係団体や近隣住民との事前調整が重要であると再認識した。今後は、農場再開に向けて農場再建支援

チーム（メンバー：発生農場、関係団体、関係機関、家畜保健衛生所）により、家畜保健衛生所は飼

養衛生管理基準の観点から支援を実施していく。また、引き続き各農場の防疫計画の見直しを行い、

実効性のある防疫計画を目指していく。 

 

引用文献 

 

 1) 下茂絵里奈：平成 30 年度全国家畜保健衛生業績発表会抄録、72 
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   地域で取組むＰＲＲＳ対策 

 

                          湘南家畜保健衛生所 

 

                             飯島 智大   閏間 佐和子 

                             石原 凡子   田口 正 

                             近田 邦利   荒木 尚登 

 

はじめに 

 

ＰＲＲＳは、ＰＲＲＳウイルス感染による離乳子豚や肥育豚の呼吸器症状、母豚の流死産などの繁

殖障害を主徴とする伝染性疾病である。国内外の多くの養豚農場に浸潤しており、養豚業界における

最も経済被害の大きい疾病の 1つであると言われている 1)。 

当所管内の一地域では、神奈川県内で多大な損害をもたらしたオーエスキー病を平成 23年度に清浄

化した。そして、新たにコントロールあるいは清浄化すべき疾病としてＰＲＲＳに着目し、平成 29年

8 月に当地域の生産者より、地域としてＰＲＲＳ対策に取組みたいと家畜保健衛生所（以下、家保）へ

要望があった。この要望を受け、家保主導のもと地域一丸となってＰＲＲＳ対策に取組んだので、そ

の概要を報告する。 

 

組織作り 

 

当地域では、地域内の養豚農場全 8戸及びＪＡから成る地域養豚部会が存在する。ＰＲＲＳ対策

は、総合的かつ長期的な対応となるため、農場と家保だけでなくＪＡ・市・管理獣医師などと連携

し、組織的に対応することが必要であると家保は判断し、既存の地域養豚部会を活用した組織を構築

した。 

組織の構築にあたっては、まず管理獣医師と打合せ会議を実施し、対策方針と役割分担を検討し

た。次に、地域養豚部会の会議において対策概要と組織の構成について調整し、新たに地域豚疾病対

策連絡会（連絡会）を設立した。連絡会の構成は事務局であるＪＡ、防疫対策費の助成を行う市、地

域内の養豚農場全 8戸、管理獣医師、家保とした。 
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取組みの開始に向けて連絡会で会議を実施し、ＰＲＲＳに関する勉強会や対策方針の調整を行っ

た。また、会議を通じて連絡会としての目標を、「地域一丸となり対策に取組むことで、地域全体で

ＰＲＲＳをコントロールし、清浄化を目指すこと」「地域全体の防疫対策の向上及び生産性の向上を

図ること」と設定した。取組み開始後も会議を開催し、取組みの進捗状況の共有や各農場の取組み状

況などの共有に努めた。 

 

取組み内容 

 

１ 農場バイオセキュリティレベルの客観的評価 

  ＰＲＲＳ対策に取組む上では、バイオセキュリティレベルを向上することが重要となる。ＰＲＲＳ

ウイルスの農場外からの侵入防止、農場内伝播の防止を適切に行うことが、ＰＲＲＳ対策の第一歩で

ある。 

そこで、平成 30年 1～5月にかけて管理獣医師が、BioAsseTを用いて農場毎のバイオセキュリティ

レベルを評価した。BioAsseT とは、バイオセキュリティレベルを数値化し、客観的に評価するツール

で、「農場外バイオセキュリティ」「農場内バイオセキュリティ」「モニタリング検査、情報共有、

教育・啓蒙」の 3項目を数値化する。BioAsseTによる評価を通じて、農場毎のバイオセキュリティの

問題点を確認した（表 1）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＰＲＲＳウイルス浸潤状況確認検査 

  農場のＰＲＲＳウイルスの浸潤状況を確認するために、家保は平成 30 年 1～10 月の期間、ロープ

採材法 2)により採取した口腔液を用いた遺伝子検査（ＰＣＲ法）を実施した。30・60・90日齢のステ

ージ毎に、5豚房分ずつの口腔液をプールした計 3検体について、各農場 3ヶ月にわたって検査した。 

表 1 農場バイオセキュリティレベルの評価結果 

農場
査定

実施日
総合

( /100点)
農場外ＢＳ
( /100点)

農場内ＢＳ
( /100点)

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査
情報共有

教育・啓蒙
( /100点)

A H30.3.17 39.2 43.1 50.7 23.9
B H30.1.26 45.0 33.2 51.5 50.4
C H30.1.25 69.0 73.3 63.7 70.0
D H30.5.17 62.0 40.4 63.2 82.4
E
F H30.4.27 58.6 58.9 58.4 58.6
G H30.5.3 49.2 43.0 53.4 51.2
H H30.5.3 42.2 32.6 52.2 41.8

査定平均 52.2 46.4 56.2 54.0

D農場に含める
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検査の結果、全農場の検体の合計数である 66検体中 57検体が陽性で、陽性率は 86.4％と高い値で

あった。なお、E 農場は D 農場より肥育豚を導入している系列農場のため、検査日齢及び検査数が異

なる（表 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 農場における対策 

  BioAsseT及びＰＲＲＳウイルス浸潤状況確認検査の結果を会議で共有し、管理獣医師と共に農場に

おける対策を提示した。 

(1)全農場共通の対策 

   全農場共通の対策として、1 つ目は注射針の使用について、繁殖豚では１頭１針、肥育豚では１

豚房または１腹１針を徹底した。注射針の対策は、水平感染の防止として重要であるが、BioAsseT

の結果では、8農場中 5農場で未実施であった。 

2つ目の対策として、繁殖豚及び候補豚へのＰＲＲＳワクチン接種を開始した。ワクチン接種は、

母豚の免疫安定化や子豚への垂直感染の防止として重要であるが、BioAsseT の結果では、8農場中

7農場でワクチン接種や馴致などの対策が未実施であった。 

(2)農場毎の対策 

   全農場共通の対策以外に、管理獣医師と共に各農場と意見交換を行い、農場毎に実施可能な衛

生対策を開始した（表 3）。 

表 2 ＰＲＲＳウイルス浸潤状況確認検査結果 
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４ モニタリング検査 

  農場の対策が効果的に実施されているかを確認するために、家保は平成 30年 10月より、ロープ採

材法により採取した口腔液を用いたモニタリング検査を実施することとした。30・60日齢のステージ

毎に、それぞれ 1～5 豚房分ずつの口腔液をプールした計 2 検体について隔月で遺伝子検査（ＰＣＲ

法）を実施した。また、半年に 1回、90日齢についても同様に検査を実施した。そして、検査結果に

応じて管理獣医師と共に農場毎の衛生対策指導を実施した。 

モニタリング検査の結果、時間の経過とともに陽性数が減少していることが確認された。平成 30年

1～10 月にかけて実施したウイルス浸潤状況確認検査では陽性率 86.4％と高い値であったが、令和 3

年度は、4～11月までで計 70検体中 12検体が陽性で、陽性率は 17.1％と大幅に低下した（表 4）。 

表 3 農場毎の対策の一例 
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考察及びまとめ 

 

 一地域養豚部会でＰＲＲＳ対策に取組みたいと家保へ要望があり、ＪＡ・市・農場・管理獣医師・家

保から成る組織を構築し、地域一丸となって対策を開始した。 

まず始めに、農場バイオセキュリティレベルの客観的評価及びＰＲＲＳウイルス浸潤状況確認検査を

実施した。そして、その結果を会議で共有し、管理獣医師と共に農場の対策を提示した。 

その後、全農場共通の対策として、注射針の適切な使用を実施することにより、水平感染を防止した。

また、ＰＲＲＳワクチン接種の開始により母豚の免疫安定化と子豚への垂直感染を防止した。さらに、

農場毎の衛生対策によって、ＰＲＲＳウイルスの農場外からの侵入と農場内の伝播を防止した。 

モニタリング検査の結果、令和 3年度のＰＲＲＳウイルス陽性率は 17.1％であり、取組み当初に実施

したウイルス浸潤状況確認検査の陽性率 86.4％と比較すると大幅に低下し、農場によっては、子豚の事

故率低下、治療薬剤の使用量減少、出荷日齢の低下などの目に見える成果が表れているとの報告を受け

ている。以上のことから、ＰＲＲＳのコントロール、清浄化に向けた地域一丸となった継続的な取組み

が、効果的に実施されていることが確認できた。 
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陽性 陰性

A

B

C

D

F

G

農場 日齢群

平成30年 令和2年

令和元年 令和3年

浸潤状況
確認検査

表 4 モニタリング検査の結果 
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一方で、地域全体のＰＲＲＳウイルスの陽性率は大幅に低下したが、一部農場においては陽性率の低

下が進んでいない。また、これまで取組みの進捗状況や各農場の取組み状況を会議で共有してきたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年度以降会議が実施できていない。今後は、紙資料の

配布やリモート会議の推進などによって情報共有し、特に陽性率の低下が進まない農場を中心に衛生対

策指導を強化する必要がある。また、子豚の事故率の推移や出荷日齢の変化などをデータ化し、生産性

の向上を具体的に見える化することで、農場のモチベーション維持やさらなる対策の推進へとつなげ、

地域全体でのＰＲＲＳコントロール、清浄化を目指していく。 

 

引用文献 

 

 1)高木 道浩：月間養豚界 養豚場の呼吸器疾病対策、臨時増刊号、34-37、緑書房（2017） 

 2)会田 恒彦ら：平成 23 年度新潟県家畜保健衛生業績発表会集録、74-76（2012） 
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防疫計画に係る人員資機材算出ツールの改善 

 

県央家畜保健衛生所 

 

井上 雄太   白井 葵 

宮地 明子   荒井 眞弓 

小嶋 信雄 

 

はじめに 

 

防疫計画とは特定家畜伝染病が発生した際に、迅速かつ的確に初動防疫対応を実施するための計画の

ことで特定家畜伝染病防疫指針において「平時から（中略）発生時に備えて、都道府県を挙げた動員計

画や資材の調達計画を策定し、体制の整備等準備を行う。」とある。 

防疫計画の構成は、「農家情報」、「地理情報」、「汚染物品等の処理方法」、「周辺情報」及び「防疫措置

の日程及び人員資機材数」5 つの項目からなる（図１）。このうち「防疫措置の日程及び人員資機材数」

を除く４つの項目は平時において関係機

関と情報共有をしたり、農場に赴いたり

した際に調査・更新していく項目になる。

一方、「防疫措置の期間及び人員資機材

数」の算出には、防疫計画の他の項目すべ

ての情報が必要となり、考慮すべき要素

が多い。そのため、それぞれの農場に適当

な人員資機材数を割り出すには算出ツー

ルの利用が必要不可欠である。今回、当該

算出ツールの改善を行ったので概要を報

告する。 

 

近年の特定家畜伝染病の発生状況 

 

高病原性鳥インフルエンザ（以下、HPAI）は、令和 2 年度に国内 52 事例全国 18 県 52 例、合計 987

図 1 防疫計画の構成 



22 

 

万羽の家きんが殺処分され、国内過去最大の発生となった。豚熱（以下、CSF）は、平成 30 年に岐阜県

で国内 26 年ぶりに発生して以来、令和 4 年 1 月時点で 76 事例の発生が確認されている。 

両疾病は令和 4年 1月現在、尚も全国の農場で散発していて、県内においても発生リスクが高いため、

発生時に備えた防疫計画は一層重要になっている。 

 

管内養豚場で CSF発生 

 

全国での特定家畜伝染病の発生が続く中、令和 3 年 7 月に管内養豚場で CSF が発生した。 

農場は相模原市に位置し同市内に関連農場があり、関連農場を含め、飼養頭数は約 4,000 頭の肥育経

営、畜舎数は 23 棟あった。 

防疫措置は事前に準備していた防疫

計画を用いて行ったが、炎天下による

暑熱対策やレンダリング装置の設置場

所確保難航などが影響し、日程は延長

された。一方、人員については当初計画

より動員数が大幅に少なく、計画と実

際の防疫措置に乖離があった（図 2）。 

資材については、農場内資材置き場

を圧迫するほど大量の余剰資材、逆に

不足し、急遽かき集めた資材があった

（図 3）。 

このように当時人員などの過不足が

生じたとき、従来のツールで算出し直

したが、従来の算出ツールが難しく、再

度の算出に時間を要した。そのため、こ

の教訓や殺処分の経験を活かし、人員

資機材の算出ツールの見直しを行った。 

 

 

 

図 2 当初計画と実際の防疫措置の状況 

図 3 過不足の資材 
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算出ツールの改善 

 

１ 算出ツールの構成について 

改良した算出ツールでは、入力必要箇所を明瞭化、CSF 用の算出ツールと HPAI 用の算出ツールの

構成を統一、人員・資機材の算出の与件は従来の算出ツールで用いていた与件に加え、県 CSF 発生

の実績を用いることで、より現実的な数値に近づけた。その他レイアウト等を、有事の際必要な情報

が見やすくなるように変更した。 

改良した算出ツールは人員資機材算出の根拠となる値や農場ごとに変動する情報をまとめたワー

クシート（入力シート）の情報を元に、人員リスト・資機材リストが自動で算出される（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 入力方法 

入力シートは主に①農場ごとの基本情報

②殺処分・農場消毒・汚染物品の回収など項

目ごとの与件③各クールの人員割り振りの

３つの要素に分けられる（図 5）。CSF と

HPAI の入力シートで与件となる項目や値

は異なるが、基本的な構成は同じになって

いる。 

このシートの入力が必要な箇所は、セル

の背景を青くしている。 

 

図 4 算出ツールの構成 

図 5 入力シートの構成   
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(1) 農場ごとの基本情報 

農場ごとの基本情報については、背景の青いセルは 1 ヵ所のみとなっており、選択するとドロッ

プダウンリストより管内の農場が出てくるので、計画を作成したい農場を選択する。農場を選択す

ると、飼養羽数や畜舎数などの農場情報が自動的に出力される。もし選択した農場に関連農場があ

った場合、自動的に関連農場の名称、およびその農場の情報が出力される（図 6）。 

(2) 殺処分・農場消毒・汚染物品の回収など項目ごとの与件 

殺処分の与件に関する部分では殺処分の作業時間、１班当たりの殺処分羽数、自衛隊動員の有無

を元に、殺処分終了までに必要な班数、すなわち人員数を求めることができる。もし自衛隊動員が

ある場合、自衛隊に関する更なる与件が現れる（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 農場ごとの基本情報 

図 7 殺処分に関する与件 
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汚染物品等の搬出については主に焼却に係る人員を算出するための与件等が含まれており、農場

外ストックポイントの有無、汚染物品の処理方法、焼却施設数を入力する箇所がある（図 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 各クールの人員割り振り 

防疫措置の各クールの人員割り振りについては図 9 の通りになっている。畜舎の広さや作業スペ

ースを考え、殺処分の班数を振り分けていき、残り班数が 0 班になるまで入力する。殺処分の班数

に次いで、汚染物品の回収、畜舎消毒に係る班数を残り班数が 0 班になるまで入力することで、入

力シートでの作業が完了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 汚染物品の搬出に関する与件 

図 9 防疫措置の各クールの人員割り振り 
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３ 人員リスト及び資機材リストについて 

入力シートの情報を元に、人員リ

スト及び資機材リストが算出され

る。人員リストは入力シートの情報

から殺処分や畜舎消毒など作業内

容別に班数、人員数が自動的に出力

されるようになっている。同様に資

機材リストは資機材の品目名や納

品場所別に必要数量が自動で算出

されるようになっている（図 10）。 

 

４ マニュアル作成と講習会の実施 

算出ツールを初めて使う人が

すぐに入力作業ができるようマ

ニュアルを作成した。また希望者

に対しマニュアルを用いて講習

会を実施することで、家保職員誰

もが利用可能な算出ツールとな

り、実際現行の CSF の防疫計画

は複数の職員が分担して作成し

た。また、県下で統一した算出ツ

ールを用いることにより、情報共

有を容易にし、より多くの実務者

の確保も可能になった。 

 

５ レイアウト変更 

色やレイアウトなど視覚的に情報が入りやすくなるように変更した。まず、入力シートは A3 判と

して紙や電子文書に出力できるレイアウトにし、人員資機材リストの補助資料として使用ができるよ

うにしたほか、人員リストの様式は農場防疫に係る人員、汚染物品の処理に係る人員など作業場所ご

とにより見やすくなるように色分けをした（図 11）。 

図 11 人員リストの様式のレイアウトを変更 

図 10 資機材リストの自動算出 
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今後に向けて 

 

より使いやすい算出ツールとするため、新算出ツールについて県の畜産関係職員に対してアンケート

を実施した。まず、データが見やすくなったかという質問に対して、７７％の職員から見やすかったと

いう回答を得た。入力作業は簡単になったかという質問に対して、難しかったと回答をした職員はいな

かった(図 12)。 

また、アンケートにおいていくつか改

善点が挙がっており、その中で、有事の際

リアルタイムで計画を修正する方法が知

りたいという意見があった。これに対す

る改善案として、現在の「入力作業用マニ

ュアル」とは別個に、人員増減や日程変更

などの不測の事態が起きた時などに対応

できる「想定マニュアル」を作成すること

を考えている。このほかにも改善点が挙

がっており、今後も、改善点を収集し更

新を続けることで実用性の高い算出ツ

ールに仕上げていく。 

図 12 アンケートの結果 
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横浜市との特定家畜伝染病発生に備えた連携強化 

 

県央家畜保健衛生所 

 

岡 京子   森本 真弓

藤澤 知枝  窪田 英俊

小嶋 信雄     

 

はじめに 

 

従来より、当所では特定家畜伝染病(以下、伝染病)発生時の円滑な防疫対応を行うために、各市町村

と様々な調整を行っている。 

2021年度は、県内で初めて野生イノシシでの豚熱確認や、全国的な高病原性鳥インフルエンザの流行

があり、各市町村との連携を強化した。その中で横浜市と行った連携強化の取り組みを報告する。 

 

横浜市で伝染病が発生した場合の課題 

 

 横浜市で伝染病が発生した場合、主に２つの課題がある。 

１ 市民生活への影響 

横浜市は人口約 377万人を抱える政令指定都市で、畜産も盛んな地区を持ち、消費者に非常に近

い都市型畜産を特徴としている。住宅や学校が農場に近く、道路の通行量も多いため、伝染病が発

生すると交通規制などで市民生活に混乱がおきる恐れがある。また、消毒ポイントでは作業時の騒

音が懸念され、作業場所もよく検討しなければならない。 

 

２ 危機管理体制 

神奈川県では伝染病発生の際に、神奈川県危機管理対処方針に基づき、知事を本部長とする危機管

理対策本部を県庁内に立ち上げる(図１)。また、発生市町村を管轄する地域県政総合センターに現地

危機管理対策本部を立ち上げ、防疫作業と後方支援を行う。しかし、横浜市の場合、管轄する地域県

政総合センターが存在しないため、現地危機管理対策本部も県庁内に設置することとしている(図２)。 

このため、県と横浜市の連絡体制の再確認が急務の課題となっていた。 
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図１ 神奈川県の体制                              

 

図１ 神奈川県の伝染病発生時の危機管理体制     図２ 横浜市・川崎市での危機管理体制 

 

連携強化内容 

 

１ 概要 

  2つの課題に対して、円滑な防疫作業ができるよう、横浜市農業振興課と連携し調整を始めた。 

課題１「市民生活への影響」の対応として 2021年 2 月から 3月にかけ「通行規制に係る事前協議」

と「消毒ポイントの運営」について調整を行った。課題２「危機管理体制」の対応として「連絡体制

の見直し」を 2021年 4月から行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 連携強化スケジュール 
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２ 通行規制に係る事前協議 

 市民生活への影響を最小限にするために、各農場の通行規制案について関係部署と協議を行った。 

通常、道路使用許可・道路占用許可は道路法を管轄する警察署や土木事務所などに申請してから 2

週間ほどの期間を経て許可をもらう。しかし、伝染病発生時には素早く通行規制を行い、円滑な防疫

作業開始が必要であるため、迅速な許可をもらうため協議を行った。 

 表１、２の日程で、警察署、市土木事務所と協議を行った。なお、市土木事務所は、横浜市農業振

興課の働きかけにより、事前に伝染病発生時の許認可の方法について各所の対応を共通化した上で、

県との通行規制の協議に臨んでいた。 

 主な助言としては、車両が Uターンしない迂回路の検討、通行規制する道路がバス経路になってい

ないかの確認、などがあり、全農場の通行規制案の見直しを行った。また、道路上で車両消毒を行う

際には消毒液が側溝など下水に流入しない方が良いのではないかという助言もあり、吸水マットを使

用することとした(表３)。 

また、通行規制について、住民説明実施の有無や、管理・責任者の確認があり、それぞれ、防疫作

業前に住民説明を実施し、県が責任者である旨を回答した(表４)。 

  その結果、警察署、市土木事務所で事前に通行規制案の協議を行うことで、伝染病発生時、迅速な

許認可対応をしてもらえることとなった。 

表１ 警察署協議日程          表２ 市土木事務所協議日程 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 通行規制案に係る助言 

助言 対応 

U ターンしない迂回路の検討 
通行規制案の修正 

バス経路になっていないか確認した方が良い 

消毒液が下水に流入しない方が良い 吸水マットを使用 

 

警察署 打合せ日 

泉区 2月 8日 

戸塚区 2月 10日 

緑区 2月 10日 

都筑区 2月 17日 

港北区 2月 18日 

事務所 打合せ日 

泉区 2月 25日 

戸塚区 2月 26日 

緑区 3月 4日 

都筑区 3月 4日 

港北区 3月 4日 
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表４ 通行規制に係る確認事項 

確認事項 回答 

住民説明実施の有無 実施予定 

通行規制の管理・責任者の確認 県 

 

３ 消毒ポイントの運営に係る調整 

今回調整した消毒ポイント候補地の 5 ヵ所は、横浜市の管理する施設で、2018年にも一度現地調査

を行っていた。協議内容は、2018年度に作成した作業動線案を再確認し、さらに、迅速な消毒ポイン

ト設置のために、土地使用の手続きについて調整を行った。 

  協議を行った日程は表５のとおりである。 

  現地確認の結果、消毒ポイント候補地の作業予定エリアに複数の管理者がいる場所があることが分

かった。また、前回の調査で使用可能だったエリアの一部が、現在工事により使用できなくなってい

ることが分かった。そのため、作業動線案の見直しを行った(表６)。 

 また、住民説明の実施と側溝への消毒液流出を防止してほしいという要望があったため、それぞれ

の対応策として、住民説明用のチラシ案を作成し、吸水マットを使用することとした(表７)。 

  その結果、事前に消毒ポイントの作業動線案を協議し、使用可能エリアを再度確認したことで、伝

染病発生時の迅速な消毒ポイント設置が可能となった。 

 

表５ 消毒ポイント協議日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

候補地 打合せ日 

A 3月 3日 

B 3月 10日 

C 3月 10日 

D 3月 10日 

E 3月 10日 
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表６ 消毒ポイント候補地現地確認事項 

確認事項 対応策 

作業エリアに複数の管理者が 

いることが分かった 
作業動線案の見直し 

工事により使用できなくなった 

エリアがあった 

 

     表７ 消毒ポイント候補地管理者からの要望 

要望 対応策 

住民説明の実施 住民説明用チラシ案作成 

側溝への消毒液流入防止 吸水マットを使用 

 

４ 連絡体制の見直し 

 2021年 4月から、県側の連絡体制の確認、消毒ポイント設置までの情報伝達の流れ、発生農場周辺

での住民説明、通行規制の流れの見直しを横浜市農業振興課、県畜産課、及び県央家保の 3者で行っ

た(写真 1)。見直し内容は表 8のとおりである。 

 4 月に県側の連絡体制の現状や横浜市内関係部局との連携状況の報告、住民説明を行う範囲や実施

するタイミングを大まかに確認。5 月には県側の連絡体制の調整状況報告と他県での発生事例の情報

提供を行い、有事の際のイメージ共有を図った。7 月 2 日には消毒ポイント設置までの準備作業、発

生農場周辺対応の内容を確認した。また、市側と県側それぞれが想定している情報伝達の流れのすり

合わせも行った。そして、県側の連絡体制整理の目標を 8月に設定し、横浜市農業振興課、畜産課及

び当所の 3者で机上演習を計画した。 

 ところが、最後の打ち合わせから 1週間後の 7月 8日、相模原市で豚熱が発生し、演習は中止とな

った。しかし、実際の伝染病発生を経験したことで、横浜市との連携内容も見直すきっかけともなっ

た。 

今回の豚熱発生時には、横浜市と同様に通行規制や消毒ポイント候補地について関係機関と事前調

整していたため、使用交渉はスムーズに行えた。しかし、情報伝達は県庁内での伝達を含めて、混乱

が発生した。この経験から、「通行規制」や「消毒ポイント」の事前調整の重要性を再認識するととも
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に、連絡体制を見直す必要があるとの教訓を得た。 

 これを受け、県庁内に豚熱対策検討プロジェクトチームが結成され、県庁全体の連絡体制や協力体

制に関する調整を開始し、現在、横浜市とも以前の連絡体制を見直し、再構築を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 打ち合わせ風景 

 

 

表８ 連絡体制の見直し内容 

打合せ日  内 容 

4月 14日 

・県側の連絡体制 

・横浜市内関係部局との連携状況報告 

・住民説明を行う範囲やタイミングの確認 

5月 17日 
・県側の連絡体制の調整状況報告 

・他県の事例、情報提供 

7月 2日 
・消毒ポイント準備、発生農場周辺対応の内容確認 

・県側と市側それぞれが想定する情報伝達の流れのすり合わせ 

予 定 内 容 

8月 
・県側の連絡体制整理 

・机上演習 
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まとめ 

 

 市民生活への影響に対しては、通行規制に係る事前協議や消毒ポイントの調整を行った。警察署、市

土木事務所で通行規制案について、消毒ポイント候補地では作業動線案について助言をもらい、市民生

活への影響が少なくなるよう見直した。また、迅速に通行規制や消毒ポイントの設置ができる様調整を

行った。 

 県の連絡体制に対しては、横浜市、県畜産課と連絡体制の見直しを開始した。しかし、調整の途中で

県内豚熱が発生し、一時中断した。現在も豚熱対策検討プロジェクトと共に連絡体制の見直しを行って

いる。 

 

円滑な防疫作業に向けた今後の取り組み 

 

 最後に、円滑な防疫作業に向けた今後の取り組みとして、通行規制は警察署や市土木事務所と定期

的な調整を行っていく。消毒ポイントは市との消毒ポイント運営に関する調整や追加の消毒ポイント

候補地の調整、消毒ポイント周辺住民対応に関する調整を行っていく。連絡体制は横浜市関係部局と

のさらなる連携強化を行っていく。 

今後も、情勢の変化に応じて定期的に横浜市をはじめとした各市町村と協議し連携強化を図ってい

く。 

 



35 

 

   肉用子牛で発生した牛丘疹性口内炎 

 

県央家畜保健衛生所 

 

                          平野 幸子  近内 将記 

佐藤 真貴子 後藤 裕克 

英 俊征   小嶋 信雄   

 

はじめに 

 

 牛丘疹性口内炎はポックスウイルス科、コルドポックスウイルス亜科、パラポックスウイルス（以

下ＰＰＶ）属に分類される牛丘疹性口内炎ウイルス（以下ＢＰＳＶ）の感染により発症する。牛丘疹

性口内炎は接触により伝播し、主に口唇、歯齦、口腔、舌などに発赤丘疹や結節を形成する疾病で、

まれに膿疱、潰瘍まで進行する。病変は局所性で全身症状や死亡は稀である。初期症状が口蹄疫に類

似していることから鑑別が重要な疾病である1)2)。家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されており、

毎年、全国的に発生が報告されている3)。今回、管内の肉用子牛で牛丘疹性口内炎の症例を確認した

のでその概要について報告する。 

 

発症牛の概要と発生経過 

 

発症牛は、肉用牛肥育農場（黒毛和種約100頭飼養）で飼養されていた4カ月齢の黒毛和種で、2021

年4月13日に県内酪農家から導入され、他4頭の子牛とともに群飼されていた。4月25日から元気消失

し、抗生剤により治療、5月3日に起立不能となり、発熱、腹腔内ガス貯留がみられ、口唇及び舌に丘

疹を認めたため、管理獣医師から検診依頼があった。口唇及び舌の表裏以外に病変を認めず、流涎も

なく、同居牛に同様の症状がないことから口蹄疫を否定した。管理獣医師が予後不良と判断し安楽殺

後、病性鑑定に供した。  

 

材料と方法 

 

1 材料 
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当該牛について剖検を実施し、脳、舌、食道、肺、心臓、肝臓、腎臓、脾臓、胃、腸管、膵臓、

骨髄、リンパ節を採取し、各種検査に供した。 

 

2 方法 

 （1）病理組織学的検査 

   採材した材料について 10％中性緩衝ホルマリン液で固定後、常法に従いパラフィン切片を作

製し、ヘマトキシリン・エオジン（以下ＨＥ）染色を実施した。また、舌と食道について、ＰＰ

Ｖの免疫組織化学的検査及び電子顕微鏡検査を農研機構 動物衛生研究部門（以下動衛研）に依

頼した。 

 （2）ウイルス学的検査 

  ア 遺伝子学的検査 

   舌及び食道の丘疹部の乳剤を用いて、猪島らの方法 4)によりＰＰＶ-ＰＣＲ検査を実施し、Ｐ

ＣＲ産物について、Xmn I 、Pfl MI 及び Drd I の 3 種の制限酵素処理（Xmn I はＢＰＳＶ、Pfl 

MI は偽牛痘ウイルス、Drd I は伝染性膿疱性皮膚炎ウイルスをそれぞれ分類）を行い、切断パタ

ーンによりＰＰＶを分類した。 

  イ ウイルス分離 

舌及び食道丘疹部の乳剤を用いて、ＢＴ細胞、ＭＤＢＫ細胞に接種し、脳、脊髄、肺、脾臓及

び腎臓の乳剤を用いて、ＭＤＢＫ細胞及びＶｅｒｏＫＹ5 細胞に接種し、それぞれ 7 日間 3 代継

代（37℃、5％ＣＯ2）の静置培養を実施し、細胞変性効果（以下ＣＰＥ）の有無を確認した。 

  ウ 抗体検査 

   血清について、寒天ゲル内沈降反応を実施した。 

  エ 遺伝子解析 

舌及び食道乳剤から検出されたＰＣＲ産物とウイルス分離培養上清から検出されたＰＣＲ産物

について、ダイレクトシークエンスと分子系統樹解析を動衛研に依頼した。 

 （3）細菌学的検査 

脳、肝臓、腎臓、脾臓、肺、舌丘疹部、脊髄液スワブについて、常法に従いβ-NAD 血液寒天

培地及びＤＨＬ寒天培地を用いて好気条件下で 37℃、24 時間、β-NAD 血液寒天培地を用いて、

ＣＯ２10％条件下で 37℃、48 時間培養した。 

 

結果 
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1 剖検所見 

外貌は口唇及び舌の表裏に丘疹を認め、蹄やその他の部位に病変はなく、水疱、潰瘍、びらんと

いった口蹄疫に特徴的な病変は確認されなかった（写真 1）。剖検所見では、舌から食道にかけて、

約 1 ㎝大の丘疹がみられた（写真 2）。また、肺は、全葉暗赤色から黒色調を呈し、左肺前葉前部

及び後部の肺葉が癒着し、気管内腔には泡沫液が貯留していた。その他臓器に著変は認められなか

った（写真 3）。 

 

 

2 病理組織学的検査 

舌は、丘疹部に限局して粘膜が高度に肥厚し

（写真 4）、粘膜の肥厚部を拡大すると、上皮細

胞の増生及び風船様変性がみられ、細胞質内には

複数の好酸性大型封入体ないし小型封入体の形成

が認められた（写真 5）。咽頭および食道の丘疹

部においても同様の所見がみられた。これらの病

変部の抗ＰＰＶ家兎血清を用いた免疫染色では、

陽性抗原が検出された。また、電子顕微鏡検査に

より、病変部にＰＰＶに特徴的な約 250nm のコー

ヒー豆様の形態をしたウイルス粒子と約 150nm の未熟と思われるウイルス粒子が確認された（写真

6）。一方、肺では、気管支から肺胞にかけて燕麦様細胞を含む炎症性退廃物を容れ、小葉間結合

写真 1 外貌 

写真 3 肺及び気管内空 

写真 2 舌、咽喉頭及び食道の丘疹 
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組織の肥厚及び胸膜に炎症性滲出物の付着を認め、化膿性気管支肺炎・胸膜肺炎を呈していた（写

真 7）。 

 

 

 

3 ウイルス学的検査 

 （1）遺伝子学的検査 

   舌及び食道の丘疹部において、ＰＰＶ特異遺伝子が検出され、得られたＰＣＲ産物について、

制限酵素処理を実施したところ、制限酵素 Xmn I で切断され、ＢＰＳＶと分類した。 

 （2）ウイルス分離 

   舌丘疹部乳剤を接種した BT 細胞において 2 代目 7 日目にＣＰＥを確認し、ＨＥ染色にて培養

細胞中の細胞質内封入体を確認した。その他の各種材料を接種した培養細胞にＣＰＥは確認され

なかった。 

 （3）抗体検査 

写真 4 舌の丘疹部 写真 5 舌の丘疹部拡大像 

写真 6 透過型電子顕微鏡像 

 

写真 7 化膿性気管支肺炎・胸膜肺炎 

 



39 

 

   当該牛の血清を用いたゲル内沈降反応において、ＰＰＶ特異抗体陽性を確認した。 

 （4）遺伝子解析 

   舌及び食道乳剤のＰＣＲ産物とウイルス分離培養上清のＰＣＲ産物について、ＢＰＳＶ部分配

列（554bp）をダイレクトシークエンスにより解析し、GenBank®の登録配列と比較した結果、舌

乳剤、食道乳剤由来の配列は既存の分離報告されたＢＰＳＶと 100％一致し、ＢＰＳＶのクラス

ターに属した（図 1）。また、舌乳剤及び食道乳剤とウイルス分離培養上清から得られた遺伝子

の配列は 100％一致し、分離されたウイルスはＢＰＳＶと確認された。 

 

 

4 細菌学的検査 

 いずれの検体からも有意な細菌は分離されなかった。 

 

まとめ及び考察 

 

本症例は、舌から食道にかけて約 1 ㎝大の丘疹がみられ、舌は丘疹部に限局して粘膜が高度に肥

厚し、上皮細胞の増生及び風船様変性がみられた。細胞質内には複数の好酸性大型封入体ないし小

型封入体の形成が認められた。咽頭および食道の丘疹部においても同様の所見がみられた。これら

病変部の抗ＰＰＶ家兎血清を用いた免疫染色では、陽性抗原が検出された。また、電子顕微鏡検査

図 1 ＰＰＶの分子系統樹解析 
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によりＰＰＶに特徴的なコーヒー豆様の形態をしたウイルス粒子が確認された。遺伝子学的検査で

は、舌及び食道丘疹部からＰＰＶ特異遺伝子を検出し、舌丘疹部からＢＰＳＶを分離した。ゲル内

沈降反応ではＰＰＶ特異抗体が確認された。以上のことから本症例は、牛丘疹性口内炎と診断した。    

一方、肺は、全葉暗赤色から黒色調を呈し、左肺前葉前部及び後部の肺葉が癒着し、気管内腔に

は泡沫液が貯留していた。組織学的検査では、気管支から肺胞にかけて燕麦様細胞を含む炎症性退

廃物を容れ、小葉間結合組織の肥厚及び胸膜に炎症性滲出物の付着を認め、化膿性気管支肺炎・胸

膜肺炎を呈していた。一般的に牛丘疹性口内炎は、全身症状や死亡は稀と言われているが、本症例

は予後不良であった。発症牛は導入後間もない若齢子牛であったことから、輸送ストレスなどによ

り肺炎を併発し、予後不良となったものと考える。 
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県内で発生した豚熱の病性鑑定事例 

 

県央家畜保健衛生所 

 

                         山本 英子   平野 幸子     

佐藤 真貴子  後藤 裕克     

小嶋 信雄 

 

はじめに 

 

 豚熱は、フラビウイルス科ペスチウイルス属ペスチウイルスによる豚といのししの感染症で、日

齢に関係なく発生し、高い発病率・死亡率を示す。臨床検査では、発熱、元気消失、便秘、下痢など

の症状がみられ、血液検査では、白血球数の減少、好中球の核の左方移動がみられる。剖検所見で

は、全身諸臓器の出血、脾臓の出血性梗塞、リンパ節の腫脹などがみられ、また、近年流行している

遺伝子型 Genotype2 による慢性例においては、腸管にボタン状潰瘍がみられることが報告されてい

る。組織所見では、急性例でリンパ節、脾臓の出血・濾胞壊死、リンパ球の消失、慢性例で脾臓白脾

髄に網内系細胞の増生、非化膿性脳炎がみられる 1)2）。 

豚熱の発生は、平成 30 年に国内で 26 年ぶりに確認されて以降、令和 4 年 2 月までに全国で 21 県

76 例発生している 3）。本県において、令和 3 年 7 月に 46 年ぶりに発生した事例について、病性鑑定

の概要を報告する。 

 

発生概要 

 

 令和 3 年 7 月 7 日、肥育豚約 4,000 頭を飼養し、他県の関連農場から約 35 日齢の子豚を導入する

肥育養豚場において、導入以降に複数の死亡や下痢を呈する個体が確認されたため、病性鑑定を実施

した。導入元の関連農場では、繁殖豚等に豚熱ワクチンを接種しており、子豚については、当該農場

導入後に豚熱ワクチンを接種していた。 

 

材料と検査方法 
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１ 材料 

57 日齢の死亡豚及び 50 日齢の衰弱豚の各 1 頭について、病理学的検査及びウイルス学的検査を

実施した。また、死亡豚及び衰弱豚の同居豚 10 頭（以下、同居豚）について、臨床検査、血液検

査及びウイルス学的検査を実施した。豚熱ワクチンについては、死亡豚及び衰弱豚は未接種、同居

豚は立入当日接種している。 

 

２ 検査方法 

（1）病理学的検査 

ア外貌検査及び剖検 

死亡豚及び衰弱豚について外貌検査及び剖検を実施した。 

イ病理組織学的検査 

心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、扁桃、リンパ節（肺門、浅頸、下顎、腸間膜、内腸骨、腸骨 

  下、鼠経）、胃、膵臓、腸管、脳、脊髄について、10％中性緩衝ホルマリン液で固定し、常法に

従いパラフィン包埋、薄切後、ヘマトキシリン・エオジン染色を実施した。さらに、扁桃につい

てＰＡＳ反応を実施した。 

ウ蛍光抗体検査 

扁桃の凍結切片について、蛍光抗体検査を行った。 

（2）ウイルス学的検査 

  ア遺伝子学的検査 

   死亡豚及び衰弱豚の扁桃、脾臓及び腎臓の乳剤及び同居豚の血清について、RT-PCR 法により、

ペスチウイルス特異遺伝子検索を実施した。また、PCR 増幅産物を用いて、制限酵素 BglⅠ及び

EcoR Ⅴにより制限酵素処理し、解析した。 

イ抗体検査 

死亡豚、衰弱豚及び同居豚の血清について、ELISA 法による豚熱抗体検査を実施した。 

（3）臨床検査及び血液検査 

   同居豚について、臨床症状の確認、体温測定を行った。また、EDTA 加血液を材料に自 

動血球計数装置による白血球数の測定を行った。 

 

結果 
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１ 外貌及び剖検所見 

体重は死亡豚が 12kg、衰弱豚が 9.5 ㎏で、死亡豚の皮膚の一部に桃赤色斑が認められた（写真

1）。剖検では、死亡豚及び衰弱豚に共通して、全身諸臓器の出血、リンパ節の腫脹、脾臓の出血

性梗塞ないし腫大がみられた（写真 2、3、4）。また、衰弱豚に大腸のボタン状潰瘍、脳の充うっ

血及び扁桃の膿瘍形成が認められた（写真 5、6）。 

 

 

写真１ 個体情報及び外貌          写真２ 全身性の出血・リンパ節の腫大 

 

 

写真 3 全身諸臓器の出血          写真４ 脾臓の出血性梗塞・腫大 
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写真 5 大腸のボタン状潰瘍         写真 6 脳の充うっ血・扁桃の膿瘍形成 

 

２ 病理組織学的検査 

  死亡豚及び衰弱豚に共通して、心臓、脾臓、腎臓、胃などの全身諸臓器において出血がみられ

た（写真 7）。脾臓では、動脈周囲のリンパ球の減少、リンパ節ではリンパ濾胞の消失がみられる

などリンパ組織の萎縮が認められた（写真 8）。大腸では粘膜から粘膜下組織の壊死、壊死境界部

に細菌塊、炎症細胞浸潤がみられ、潰瘍性大腸炎が認められた（写真 9）。脳では、囲管性細胞浸

潤、グリア結節、髄膜のリンパ球及び形質細胞の浸潤がみられ、非化膿性髄膜脳炎が認められた

（写真 10）。肺では、出血性化膿性気管支肺炎が認められた。扁桃凍結切片を用いた蛍光抗体法

では、細胞質内に豚熱ウイルス陽性抗原が認められた（写真 11）。また、衰弱豚の扁桃で、真菌

性扁桃炎が認められた。 

 

 

写真 7 全身諸臓器の出血           写真 8 リンパ組織の萎縮 
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写真 9 潰瘍性大腸炎             写真 10 非化膿性髄膜脳炎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11 扁桃陰窩上皮細胞質内の豚熱ウイルス陽性抗原 

 

３ ウイルス学的検査 

（1）遺伝子学的検査 

RT-PCR 法で、死亡豚及び衰弱豚の扁桃、脾臓、腎臓及び血清からペスチウイルス特異遺伝子

が検出され、RT-PCR 産物は制限酵素 BglⅠで切断された（図 1）。豚熱の確定診断のため、農研

機構動物衛生研究部門に RT-PCR 産物の遺伝子解析を依頼し、国内流行野外株 Genotype2 の豚熱

ウイルス由来遺伝子と判明した（図 2）。同居豚のうち、8 頭の血清からペスチウイルス特異遺

伝子が検出され、RT-PCR 産物は制限酵素 BglⅠで切断された（表 1）。 

（2）抗体検査 
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死亡豚は疑陽性（S/P 値 0.062）、衰弱豚は陽性（S/P 値 0.187）を示し、同居豚のうち、5 頭

が陽性（S/P 値 0.10 以上）、2 頭が疑陽性（S/P 値 0.05 以上 0.10 未満）を示した（図 1）（表

1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 死亡豚及び衰弱豚のウイルス学的検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 2 遺伝子解析結果 
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 表 1  同居豚のウイルス学的検査結果       表 2 同居豚の臨床検査及び血液検査結果 

 

４ 臨床検査及び血液検査 

  同居豚のうち、2 頭が下痢を呈し、3 頭に発熱、5 頭に白血球数の減少がみられた（表 2）。 

 

まとめ及び考察 

 

県内肥育養豚場において、導入後死亡や下痢を呈する個体が見られ、死亡豚及び衰弱豚各 1 頭につ

いて病理学的検査及びウイルス学的検査を実施した。また、同居豚 10 頭について臨床検査、血液検

査及びウイルス学的検査を実施した。死亡豚及び衰弱豚においては、外貌所見で死亡豚の皮膚の一部

に桃赤色斑が認められ、剖検所見で、2 頭に共通して全身諸臓器の出血、リンパ節の腫脹、脾臓の出

血性梗塞ないし腫大がみられ、衰弱豚において、大腸のボタン状潰瘍がみられた。病理組織検査で、

2 頭に共通して全身諸臓器の出血、リンパ組織の萎縮、潰瘍性大腸炎及び非化膿性髄膜脳炎が認めら

れた。また、扁桃凍結切片を用いた蛍光抗体法で、陰窩上皮細胞の細胞質内に豚熱ウイルス陽性抗原

が認められた。ウイルス学的検査では、RT-PCR 法で 2 頭の扁桃、脾臓、腎臓及び血清からペスチウ

イルス特異遺伝子が検出され、RT-PCR 産物は制限酵素 BglⅠで切断された。以上のことから豚熱が

疑われたため、農研機構動物衛生研究部門に RT-PCR 産物の遺伝子解析を依頼し、国内流行野外株

Genotype2 による豚熱ウイルス由来遺伝子と判明し、死亡豚及び衰弱豚は豚熱と診断された（図

3）。同居豚においては、臨床検査及び血液検査により 2 頭に下痢、3 頭に発熱、5 頭に白血球数の減

少がみられた。また、ウイルス学的検査で、8 頭の血清からペスチウイルス特異遺伝子が検出され、

RT-PCR 産物は制限酵素 BglⅠで切断された。豚熱 ELISA 検査では、死亡豚が疑陽性、衰弱豚が陽性

を示し、同居豚は 5 頭が陽性、2 頭が疑陽性を示した。 
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豚熱にみられる病理所見を、感染経過ごとに分類すると、急性～亜急性では、剖検所見で全身諸臓

器の出血、脾臓の出血性梗塞、リンパ節の腫脹、病理組織学的所見でリンパ組織の萎縮、リンパ濾胞

の壊死がみられ、亜急性～慢性では、剖検所見で大腸のボタン状潰瘍、病理組織学的所見で、非化膿

性脳炎及び細網細胞の増生がみられる 1）4）。本症例の死亡豚及び衰弱豚では、剖検所見で、全身諸

臓器の出血、脾臓の出血性梗塞、リンパ節の腫脹、病理組織学的所見でリンパ組織の萎縮がみられて

いることから、急性～亜急性で見られる所見に多く一致していた。また、衰弱豚でボタン状潰瘍が見

られ、一部慢性経過の所見が認められた（図 4）。 

また、本症例でみられた病理所見を、2018 年及び 2019 年の岐阜分離株を用いた感染実験（以下、

感染実験）、2019 年に発生した他県の野外症例（以下、野外症例）、本県で 1973 年と 1974 年に発

生した Genotype3 に分類される発生例（以下、過去発生例）の病理所見と比較した 2）5）6）。その結

果、1973 年の過去発生例でみられたリンパ濾胞の壊死や、1974 年の過去発生例でみられた細網細胞

の増生は、本症例では認められなかった。一方、剖検所見で全身諸臓器の出血、脾臓の出血性梗塞、

リンパ節の萎縮、病理組織学的所見でボタン状潰瘍が認められた感染実験や、剖検で全身諸臓器の出

血、脾臓の出血性梗塞、リンパ節の腫脹、病理組織学的所見でリンパ組織の萎縮、非化膿性脳炎が見

られた野外症例と所見が多く一致していることから、ウイルス学的だけでなく病理学的見地からも近

年発生している豚熱の典型的な症例であると考えられる（図 4）。 

図 3  死亡豚及び衰弱豚の検査結果まとめ 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 本症例と既報の病理所見の比較 
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   一養鶏場のロイコチトゾーン症発生事例 

 

                         湘南家畜保健衛生所 
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はじめに 

 

 ロイコチトゾーン症は、鶏に寄生する住血原虫 Leucocytozoon caulleryi の感染によって起こる届

出伝染病である。終宿主であるニワトリヌカカが媒介するため、その活動時期である 7 月から 9 月に

かけて発生が集中する。症状として貧血、緑色便の排泄、産卵率の低下などがみられ、重度の場合、各

臓器での出血により死亡する 1）2）。今回、管内の採卵鶏農場においてロイコチトゾーン症の発生が確

認されたため、その概要を報告する。 

                                                                         

農場概要 

 

 発生農場は、飼養規模 2,000 羽の採卵鶏農場で、開放型鶏舎が A から D の 4 棟があり、1 棟につき

500 羽飼養している。A・B 鶏舎と C・D 鶏舎は約 100m 離れた個所にあり、A・B 鶏舎の近くには河川が

ある（図 1）。当農場はケージ飼いで、ケージは 1段、1ケージに 1 羽飼養している。鶏種はボリスブ

ラウン、ジュリアライトで、各種ワクチン接種済みのものを、100日齢で県外から導入している（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 農場見取図 

 

表 1 ワクチネーションプログラム 

 



52 

 

発生状況 

 

 発生鶏舎は A・B鶏舎で、A鶏舎の鶏は令和 3 年 9月、B 鶏舎は令和 2 年 10月に導入していた。鶏舎

の各棟には 6列のケージが並び、両鶏舎は鶏舎奥で行き来できる構造となっている（図 2）。換気送風

機が各棟 2ヶ所の計 4 ヶ所あるが、前日に台風が上陸したこともあり、発生時は稼働を停止していた。 

 令和 3 年 10 月 2 日に A・B 鶏舎の両鶏舎の食欲低下、及び既に産卵を開始していた B 鶏舎の産卵率

が通常 92%のところ、76%まで低下していることを飼養者が確認した。10 月 3日、両鶏舎で緑色便を示

していることを確認し（写真 1）、同日 1 羽死亡した。 10月 4日に家畜保健衛生所に通報があり、同

日、検診を実施した。この日に 2 羽の死亡があったが、その後の死亡はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検診時には、産卵率は 63.6%にまで低下しており、両鶏舎で全体の 6 割程度に緑色便が確認された

（図 3）。鶏群に活力はあり、B 鶏舎の 1羽のみ、鶏冠の軽度退色及び開口呼吸といった貧血症状を示

した（以下、貧血個体）（写真 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材料及び方法 

図 2 鶏舎内見取図及び換気送風機（丸印） 写真 1 緑色便 

図 3 緑色便を示した個体のケージ位置(灰色) 

貧血症状を示した個体のケージ位置(黒色) 

写真 2 貧血症状を示した鶏 

A鶏舎 B鶏舎



53 

 

 

１ 検査材料 

 B 鶏舎の貧血個体を含む生体 2 羽、へい死体 1 羽に加え、血液学的検査用に A・B 鶏舎の鶏血液各

10検体を供試した。 

 

２ 検査方法 

 (1) 細菌学的検査 

      生体 2羽の各臓器（肝臓、腎臓、脾臓、肺）について、血液寒天培地、ＤＨＬ及びＥｓⅡ寒天培

地で 37℃、24 時間の好気培養を実施した。 

 (2) ウイルス学的検査 

 A・B 鶏舎各 5 羽の気管スワブ及びクロアカスワブについて、A 型インフルエンザ診断用酵素標

識抗体反応キットを用いた鳥インフルエンザ簡易検査を実施した。 

 生体 2 羽の各臓器乳剤（気管・肺プール、腎臓、肝臓、直腸便）について、発育鶏卵を用いたウ

イルス分離（7 日間、3代）及び尿膜腔液の赤血球凝集試験（ＨＡ）を実施した。 

 生体 2 羽の各臓器乳剤（脳、脾臓、肝臓）について、ＲＴ-ＰＣＲ法による鶏脳脊髄炎ウイルス

（ＡＥＶ）遺伝子検索を実施した。 

 生体 2 羽及び A・B鶏舎から各 5 羽の鶏血清について、ニューカッスル病（ＮＤ）の赤血球凝集

抑制（ＨＩ）試験を実施した。 

(3) 血液学的検査 

 生体 2 羽及び A・B 鶏舎各 10羽の鶏全血について、血液塗抹検査（ギムザ染色）及びヘマトクリ

ット値の測定を実施した。 

(4) 剖検 

  生体 2羽及びへい死体 1羽を用いて、剖検を実施した。 

 (5) 病理組織学的検査 

 生体 2 羽及びへい死体 1羽の各臓器を 10％緩衝ホルマリン固定後、パラフィン包埋及び HE染色

を行い、病理組織学的検査を実施した。 
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結果 

 

１ 細菌学的検査 

  全てにおいて有意な菌は分離されなかった。 

２ ウイルス学的検査 

  鳥インフルエンザ簡易検査、ウイルス分離及び遺伝子検索は全てにおいて陰性だった。 

 ＮＤの抗体価は、A 鶏舎が 1,024～2,028 倍、ＧＭ値は 1552.1、B 鶏舎が 8～512 倍で、ＧＭ値は

47.6だった。 

３ 血液学的検査 

 血液塗抹検査に用いた 22羽中、貧血個体を含む 7羽からロイコチトゾーンのメロゾイトが確認さ

れた（写真 3）。貧血個体からは併せてガメトサイトも確認された（写真 4）。メロゾイトが確認さ

れた 7羽にうち、4羽は A鶏舎の鶏、3羽は B鶏舎の鶏だった。また、貧血個体からは赤血球 10,000

個中、1,720個のメロゾイトが確認され、その他の 6羽は１～３個のメロゾイトが確認された。  

 ヘマトクリット値は全体平均 22～32％で、貧血個体は 22％と低い値を示した。 

 

 

 

 

 

 

４ 剖検 

  生体 2羽の脾臓腫大が確認された。 

５ 病理組織学的検査 

 生体 2 羽中 1 羽（貧血個体）及びへい死体 1 羽の心臓等の諸臓器にロイコチトゾーンのシゾント

が確認された（写真 5,6）。 

 

 

 

写真 3 メロゾイト（矢印） 写真 4 ガメトサイト（矢印） 
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まとめ 

 

 これらの検査成績及び臨床症状からロイコチトゾーン症と診断した。 

 農場においては、検診当日に血液塗抹鏡検でロイコチトゾーンのメロゾイトが確認されたため、即日

指導を実施した。当農場では例年、鶏舎中心の換気扇近く及び河川に近い B 鶏舎のケージ上に電子蚊

取り器を設置していたが、発生時は未設置であったため、鶏舎内の蚊取り器設置を指導した。また、発

生時停止させていた換気送風機についても、蚊取り器成分の散布とヌカカの活動抑制のため、使用の継

続を指導した。 

 検診から 6日後には産卵率が 50％まで低下したが、その後は回復傾向となり、検診から 12 日後には

92％にまで戻り、その後は順調に推移した（図 4）。発生から約 1カ月後に当所が確認した際には鶏糞

も通常の色に戻っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 貧血個体の心臓にみられたシゾント

（矢印） 

写真 6 へい死体の心臓にみられたシゾント

（矢印） 

図 4 産卵率の推移 
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 本症例では血液塗抹鏡検に用いた検体の約 7 割ではメロゾイトが検出されず、貧血症状を呈した 1

羽のみから多数検出された。このことから、本病を疑う症例では、より確実に診断を行うために、多

数の検体を採取すること、貧血症状を示す鶏を主な採材対象とする必要があると思われた。また、本

病は血液塗抹検査のみで診断可能であるが、検出されなかった場合を考慮し、病理組織学的検査等も

併せて実施する必要があると思われた。 

 当農場では例年鶏舎内に電子蚊取り器を設置していたが本年は失念しており、未設置だった。農場

の吸血昆虫対策の重要性を示唆する症例であり、今後の農家指導に役立てていきたい。 
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